












給食室で発見された場合



教室で発見された場合

















教育委員会への 「ほう・れん・そう」

○健康教育・食育課へ必ず連絡を！
嘔吐・下痢症状（家族含む）でお休みする場合

□氏名 □職種 □症状の発生日時 □具体の症状
□最終勤務日 □他の調理従事者の体調不良の有無
□４８H以内に一緒に従事していた職員数
□検便予定日・提出日
※まずは、一報！その後は、委員会と対応について協
議する。



出勤後、調理室内で症状が出た場合の対応

【必ず行っていただきたいこと】
１．発生場所から半径２ｍ範囲の1000ppmでの消毒

※消毒漏れがないよう、注意する。（カーテン・車輪・靴等）

２．該当者は、動き回らない。退室する際は、施設内を
極力通らない。通った箇所は1000ppmで消毒。

３．調理従事者は極力、嘔吐処理は行わない。
※関わった人は、その後調理作業には従事しない。

４．吐物が付着している可能性がある衣服等は密閉して
持ち帰り、本人が家で洗浄・消毒する。

◎初動が大切！！まずは、広がらないように抑え込む。
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